
STEP１ 事業者

事業計画の構想（発電出力・用地等）

関係市町等への事前相談

○市町太陽光発電担当窓口への事前相談（発電出力・用地等）

☞ POINT

・当該地域の土地利用計画

・当該地域の法令や条例による規制等

・市町条例※１や市町要綱等※２に基づく事前協議の有無等

・「立地を避けるべきエリア」「立地に慎重な検討を要する

エリア」の該当の有無

・地域住民等への事業周知及び説明

○土地利用関係法令等所管部署（市町・県）への事前相談

STEP２ 事業者

事業計画の作成（概略設計）⇒ 事業概要書の作成

地域住民等への事業周知及び説明

関係市町等への相談等

○市町太陽光発電担当窓口への事業概要書の提出

○地域住民等への事業周知及び説明状況の報告

☞ POINT

・周辺環境との調和

・地域住民等の理解

○土地利用関係法令等所管部署（市町・県）への確認・相談等

STEP３ 事業者

実施設計書の作成 ⇒ 土地利用関係法令等の許可申請書、届出書等の作成

≪土地利用関係法令等所管部署への手続き≫

許認可等

施工（工事着手）

≪事業概要書の提出≫

指導事項の調整等

指導事項の調整等

第２章
第１節
企画立案
（6～14
ページ）

第２章
第２節
設計・施工
（ 15 ～ 16
ページ）

対象となる太陽光発電事業者

○ 栃木県内において、出力50ｋW以上の

太陽光発電施設を設置・運営する事業者

対象となる太陽光発電事業者

※１：市町条例・・・市町が定めている太陽光発電施設を対象とした条例

※２：市町要綱・・・市町が定めている一定規模以上の土地開発事業に関する指導要綱等

※３：県大規模開発事前協議・・・県土地利用に関する事前指導要綱に基づき5ha以上の土地に

ついて開発事業を行おうとする場合等に実施を要する事前協議

太陽光発電施設の適切な導入に係る手続き等フロー
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※ 市町において、太

陽光発電施設を対象

とした条例、要綱、

ガイドライン等を定

めて取り組んでいる

場合は、市町の条例

等が優先されますの

で、市町窓口に確認

の上、手続きを進め

てください。

◆主な調整事項◆

○当該地域の土地利用計画と

の整合性

○周辺環境との調和

※ このフローは、一般的な流れの概要を示したものであるため、具体的な手続き等については、設置を

計画している市町に確認の上、進めてください。

【５ha以上】

県大規模開発
事前協議※3の実施


